
薬局での調剤の手順について
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「オンライン診療の適切な実施に関する指針」
の記載について

2



• 初診からオンライン診療を行う医師は１錠のみの院外処方を行うこととし、

• 受診した女性は、薬局において研修を受けた薬剤師による調剤を受け、
薬剤師の面前で内服することとする。

• その際、医師と薬剤師はより確実な避妊法について適切に説明を行うこ
と。

• 加えて、内服した女性が避妊の成否等を確認できるよう、産婦人科医に
よる直接の対面診療を約３週間後に受診することを確実に担保すること
により、初診からオンライン診療を行う医師は確実なフォローアップを行う
こととする。

（注）

• 厚生労働省は、初診からのオンライン診療による緊急避妊薬の処方に係る
実態調査を適宜行う。

• また、研修を受講した医師及び薬剤師のリストを厚生労働省のホームページ
に掲載する。
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指針の記載：緊急避妊薬の調剤について

「オンライン診療の適切な実施に関する指針」平成30年3月（令和元年7月一部改訂）より。下線は追記。
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厚生労働省のホームページ

研修を終了した医師の一覧

オンライン診療に係る
緊急避妊薬の調剤が
対応可能な
薬剤師・薬局の一覧

緊急避妊にかかる
対面診療が可能な
産婦人科医療機関
等の一覧

厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000186912_00002.html



緊急避妊に係る対面診療が可能な産婦人科等の医療機関（都道府県別）

・施設名
・所在地
・電話番号

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤が可能な薬局

・都道府県
・薬局名
・薬局所在地
・電話番号
・FAX番号 6

（都道府県宛、令和元年９月13日付、医政地発0913第１号・医政医発0913第１号）

厚生労働省のホームページで公表されている情報

・開局時間 
・時間外対応の有無
・時間外の電話番号 
・研修を修了した薬剤師氏名

・ウェブサイトＵＲＬ
・産科、婦人科、産婦人科の標榜の有無
・緊急避妊に係る対面診療への対応可能時間帯
・常時の緊急避妊薬の在庫の有無

緊急避妊に関する研修を研修を修了した医師の一覧

・都道府県 ・研修を修了した医師氏名 ・医療機関名

（都道府県宛、令和２年４月２日付、薬生総発0402第２号）



薬局における調剤の手順について
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販売名 ノルレボ錠1.5mg レボノルゲストレル錠1.5mg「F」

製造販売
会社

あすか製薬株式会社 富士製薬工業株式会社

販売開始
時期

2016年4月 2019年3月

写真

区分 処方箋医薬品

薬価 薬価基準未収載

8※薬価を決める規則はない。

国内で承認を取得した緊急避妊薬
2021年3月末現在



患者（女性）

医療機関を受診

院内投薬・処方箋交付

対面診察を受けることが困難

３週間後に産婦人科を受診（対面）
9

対面診察を受けることが可能

厚生労働省ＨＰで、
①緊急避妊におけるオンライン診療を
行う医療機関（医師）、
②調剤可能な薬局（薬剤師）を確認

薬局に行き、
薬剤師の面前で服用

オンライン診療を受診
診察時に②の薬局（薬剤師）を決定

①で選んだ医療機関（医師）

緊急避妊薬が交付されるまで



処方箋情報・患者情報の受理、確認
必要に応じて処方医の確認
（産婦人科医又は指定の研修を受講した医師）

必要があれば疑義照会

来
局
前
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オンライン診療受診

処方医から薬局（薬剤師）へ
対応可否を確認（来局予定時間等）

処方医から薬局へ

処方箋情報・患者情報の送付

（FAX、画像付き電子メール等）

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

処方箋

調剤準備

患者情報



・患者の氏名、生年月日、連絡先

・オンライン受診日時

・対応医師の氏名、連絡先

・患者来局予定時間

・薬剤を服用する期限

・服用にあたっての確認事項

・その他留意すべき事項

など
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処方医⇒薬局 患者情報



本人確認

来
局
中
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薬剤師の面前で服用させる（服用したことの確認）

情報提供文書を用いて指導を行う

・服用後の注意

・３週間後の受診勧奨

・より確実な避妊法の説明

オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

情報提供文書を手渡す
会 計

調 剤

情報提供文書



薬局⇒患者 情報提供文書
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・服用後の注意

・３週間後の受診勧奨

・より確実な避妊法に関して

など



来
局
後

処方箋原本の受理、確認

調剤録の作成

処方医へ服薬情報提供書を用いて

情報提供（服用した時間等）
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オンライン診療における緊急避妊薬の調剤の流れ

求めに応じて３週間後の対面診療の産婦人科医に
服薬情報の提供

服薬情報提供書



薬局⇒処方医 服薬指導情報

・患者の氏名、生年月日

・服用日時

・対応薬剤師の氏名、連絡先

・適切な避妊法を説明した旨

・３週間後の受診勧奨をした旨

・その他留意すべき事項

など
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オンライン診療における緊急避妊薬の調剤手順



こんな時、どうする？
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いずれのケースも、調剤不可
指針において「薬剤師の面前で内服すること」とされている。

ケース１

本人確認ができない場合

ケース２

本人以外（親族・パートナーなど）が来局した場合

ケース３

患者が面前で服用できないと申し出た場合
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必要があれば、患者又は処方医に問い合わせる。
処方医から薬局に送付する患者情報には、患者の連絡先が記載
されている。

ケース４

来局予定時間になっても本人が来局しない場合

ケース５

患者がオンライン診療を受けずに
直接、薬局に来てしまった場合

調剤不可。相談に応じ、適切な情報提供を行う。
（例）緊急避妊の診療が可能な医療機関、ワンストップ支援セ
ンター等の機関を伝える、又は、探す方法を伝える等。
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ケース１

 

そのままでは調剤不可。処方医に照会し、緊急避妊
薬のみの処方としてもらう。
指針において「オンライン診療を行う医師は１錠のみの院外処
方を行うこと」とされている。

ケース７

研修修了薬剤師が不在の場合

ケース６

処方箋に緊急避妊薬以外の薬剤が一緒に記載さ
れている。

調剤不可。
指針において「研修を受けた薬剤師による調剤を受けること」
とされている。
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ケース１

 

薬局において予め請求額を設定しておく。
緊急避妊薬の調剤は保険適応外であるため、患者が全額を自己
負担する。

ケース８

患者への請求額は？



•緊急避妊薬は女性にとってメリットが多く、医師が処方
を敬遠しなくてもよい薬剤の１つ

•オンライン診療で緊急避妊薬の処方を受けた患者が時間
内に確実に服用できる環境が必要
• 薬局の応需体制に委ねられている。

• 「地域に医薬品を過不足なく供給する」という薬剤師・薬局の使
命を果たす。

• 地域における薬局間連携も必要である。

•オンライン診療の指針に沿って、確実な調剤を行う。
• 調剤に際しては、手順書に沿って、本人確認、服薬確認、服薬指
導、避妊法の情報提供、3週間後の産婦人科受診の伝達を責任を
持って遂行する。

確実な調剤
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